
循環バスぐるっとさん上林線の運行経路の変更について 

 

 

１　協議内容 

循環バスぐるっとさん上林線において、運行経路の一部は中央斜線がない狭

隘区間となっており、日常的に対向車とのすれ違いが困難である。また、冬期

間は降雪のため、道路幅員がより狭くなり、頻繁に通行障害が生じている。そ

のため、現在の運行経路から幅員の広い並行道路へ運行経路を変更するもの。

なお、変更経路間に停留所はなく、運行時間の変更はないため、変更によって

利用者の利便性が損なうものではない。 

 

 

２　廃止及び認可申請区間について 

（1）区間箇所 

(3)路線図及び運行系統図のとおり 

 

（2）廃止及び認可予定日 

令和６年６月１日（土）（認可次第対応） 

 

（3）路線図及び運行系統図 
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